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薬局機能情報提供制度の概要

○ 「一定の情報」は薬局でも閲覧可能
○ 正確かつ適切な情報の積極的な提供を行うよう努める

責務
○ 患者等からの相談に応ずる必要な措置

薬局の開設者に対し、
薬局機能に関する一定
の情報について、報告
を義務化

集約した情報を
インターネット等で
わかりやすく提供
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